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岡山大学図書館・公共知共創機構規程 

 

令和７年９月３０日  

岡大規程第１２２号  

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、国立大学法人岡山大学管理学則（平成１６年岡大学則第１号。以下「管理

学則」という。）第２７条第８項の規定に基づき、岡山大学図書館・公共知共創機構（以下「機

構」という。）の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。 

 （目的） 

第２条 機構は、岡山大学が研究大学として社会の変革を成すために、岡山大学図書館（以下「図

書館」という。）の運営を統括するとともに、図書館を中核として学術・イノベーションの叡智

や教育研究の成果を広く公共に還元し、地域社会等との連携・協力・対話による取組等を通じ

て新たな公共知を創出していくことを目的とする。 

 （自己評価） 

第３条 機構は、図書館に係る点検及び評価（以下「自己評価」という｡）を行い、その結果を公

表する。 

２ 前項の自己評価については、国立大学法人岡山大学の職員以外の者による検証を受けるよう

努めるものとする。 

 （業務） 

第４条 機構は、図書館の運営を統括し、図書館を中核として次の各号に掲げる業務を推進する。 

一 学術情報及び教育研究成果の収集、整理及び保存に関すること。 

二 知の学内外への発信・共有に関すること。 

三 地域社会との連携・協働による新たな公共知の創出とその活用基盤の構築に関すること。 

四 その他機構長が必要と認めた事項に関すること。 

 （管理統括部） 

第５条 機構に、図書館・公共知共創管理統括部（以下「管理統括部」という。）を置く。 

２ 管理統括部は、次条に規定する機構長を助け、前条に定める業務を適正かつ効率的に統括す

るとともに、機構に係る事務を実施する。 

 （職員） 

第６条 機構に、次の各号に掲げる職員を置く。 

一 機構長 

二 副機構長 

三 その他必要な職員 

 （機構長） 

第７条 機構長は、教学担当理事をもって充てる。 

２ 機構長は、機構に関する業務を掌理する。 

 （副機構長） 
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第８条 副機構長は２名とし、うち１名は機構長の指名に基づき、学長が任命し、他の１名は図

書館・公共知共創管理統括部長をもって充てる。 

２ 副機構長は、機構長の業務を補佐し、機構長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 （運営委員会） 

第９条 機構に、管理学則第５０条の２の規定に基づき、岡山大学図書館・公共知共創機構運営

委員会（以下「運営委員会」という。）を置く。 

２ 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。 

 （雑則） 

第１０条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

 この規程は、令和７年１０月１日から施行する。 


